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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

2020年2月13日に提出いたしました第117期第3四半期（自　2019年10月1日　至　2019年12月31日）四半期報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】
 

第一部　企業情報

第２　事業の状況

２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
第一部　企業情報

第２　事業の状況

２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

 
（訂正前）

連結自己資本比率(国内基準)は、前連結会計年度末比0.14ポイント低下し13.69％となりました。
 

（訂正後）

連結自己資本比率(国内基準)は、前連結会計年度末比0.15ポイント低下し13.64％となりました。

 
（訂正前）

③　連結自己資本比率(国内基準)
 

 
前第3四半期
連結会計期間
(百万円)(Ａ)

当第3四半期
連結会計期間
(百万円)(Ｂ)

増減(百万円)
(Ｂ)－(Ａ)

(１)自己資本比率　　　　　　　 (％) 14.01 13.69 △0.32

(２)コア資本に係る基礎項目 317,960 324,993 7,033

(３)コア資本に係る調整項目 2,115 4,839 2,724

(４)自己資本(２)－(３) 315,844 320,153 4,309

(５)リスク・アセット等 2,253,990 2,336,937 82,947

(６)総所要自己資本額 90,159 93,477 3,318
 

(注)　「総所要自己資本額」は、リスク・アセット等の額に4％を乗じた額となります。

 
（訂正後）

③　連結自己資本比率(国内基準)
 

 
前第3四半期
連結会計期間
(百万円)(Ａ)

当第3四半期
連結会計期間
(百万円)(Ｂ)

増減(百万円)
(Ｂ)－(Ａ)

(１)自己資本比率　　　　　　　 (％) 14.01 13.64 △0.37

(２)コア資本に係る基礎項目 317,960 324,971 7,011

(３)コア資本に係る調整項目 2,115 4,839 2,724

(４)自己資本(２)－(３) 315,844 320,131 4,287

(５)リスク・アセット等 2,253,990 2,346,471 92,481

(６)総所要自己資本額 90,159 93,858 3,699
 

(注)　「総所要自己資本額」は、リスク・アセット等の額に4％を乗じた額となります。
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